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研究成果の概要（和文）：　2015年に平和安全法制が国会で審議された際に注目された集団的自衛権は、もとも
と国際法上の概念であり、本研究はそれについて検討を行ったものである。その結果、国際法上の集団的自衛権
について国際連合憲章発効後大きく2つの捉え方が併存していたこと、1986年のニカラグア事件判決の中で国際
司法裁判所によってその一方に即して整理されたこと、したがって集団的自衛権は、「他国の個別的自衛権行使
の援助」と理解することが適切と考えられることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The right of self-defence, which was a focus of the discussion when the New 
Japanese Legislation for Peace and Security was deliberated by the Diet in 2015, is  originally an 
international law concept, and this study examined it. As a result, it is submitted that there were 
two major ways of understanding about the right after the United Nations Charter entered into force 
in 1945; the right was understood according to the one of them by the International Court of Justice
 in the 1986 Nicaragua case judgment; i.e., the right shall be understood as the one "to assist 
another country in the exercise of its right of
individual self-defence".

研究分野： 国際法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　国際法上の集団的自衛権の法的性質に関しては、従来様々な見解が示されてきた。学説、国家実行、国際判決
の分析を通してそれを確定したことは、学術上大きな意味がある。また、集団的自衛権は、日本国憲法との関係
でも大きな注目を集めており、憲法上の議論をする上でも、国際法上の概念を確定した意味は大きい。さらに
は、そうした研究結果を踏まえ、平和安全法制における集団的自衛権の行使にかかわる法制について、法的な評
価を示すことができた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 第二次世界大戦後わが国がとってきた平和主義的な安全保障政策については、冷戦終焉以降、
大きな見直し圧力がかかってきたが、内発的な見直しの必要性も主張されるようになってきて
いた。この点は、とりわけ近年、わが国憲法上集団的自衛権の行使を認めるかという形で論じ
られてきていた。しかし、国際法上の問題にはほとんど関心が払われていなかった。 
 しかしこれらは本質的に国際的な問題であり、国家による武力行使の国際法的規制との関係
が問題となるのであり、その点を十分に検討しておくことが必要であった。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、わが国が直面する安全保障上の課題につき、国際法上の位置づけを明らか
にし、その成果を国内外に問うことにある。その際、国際法上の集団的自衛権概念の再検討が
中心的な課題となる。 
 
３．研究の方法 
 一次資料および二次文献の収集・整理・分析が中心となる。 
 
４．研究成果 
 研究の結果、(1)国際法上の集団的自衛権について国際連合憲章発効後大きく 2つの捉え方が
併存していたこと、(2)1986 年のニカラグア事件判決の中で国際司法裁判所によってその一方
に即して整理されたこと、(3)したがって集団的自衛権は、「他国の個別的自衛権行使の援助」
と理解することが適切と考えられることが明らかになった。 
 (1)(2)に関連し、国際法上の集団的自衛権については、これまで十分な事例研究が行われて
きたとは言い難かった。それが「援用された事例」に関する先行研究はあるが、それらが「行
使された事例」と言いうるのかについても十分な検討がされてこなかったのである。また、(3)
についても、集団的自衛権をどのように理解すべきか、すなわちその法的性質については、上
記ニカラグア事件判決以降、日本においては十分に検討されてこなかった。(3)は、同判決にお
いて示された援助要請要件（集団的自衛権の行使に当っては、被攻撃国による援助要請が必要
だとする要件）の位置づけから、集団的自衛権の法的性質論との関係も視野に入れつつ、その
法的構造を明らかにしたものである。同時に従来の日本の学説に対しても問題提起を行った。
こうした点はこれまで明らかにされてこなかった点であり、インパクトは大きい。 
 また、国連憲章発効後存在した集団的自衛権に関する 2つの捉え方のうち、国際司法裁判所
によってその一方に即して概念が整理されたことを上に指摘したが、同時にその他の１つ（要
請による干渉）はまったく整理されないままに残ったことも明らかになった。そのことは、武
力行使禁止原則についての今後の課題を明確にすることとなった。今後はこの点の検討を進め
ていきたい。 
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